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監査結果を受けて講じた措置について（通知） 

 

 令和７年６月３日付け監第116号にて報告された監査の結果及び勧告について、下

記のとおり措置を講じましたので、地方自治法第199条第14項及び第15項に基づき通

知します。 

 なお、監査結果報告書において指摘いただいた点を含め、内部統制の制度に沿っ

て評価を行っており、問題が発生した要因を分析して庁内で共有することとしてお

ります。 

 

記 

 

１ 監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じた措置（同条第14項関

係） 

別添１のとおり 

 

２ 勧告に基づいて講じた措置（同条第15項関係） 

 

勧  告 措  置 

１ 本件法人に係る入出金の内容を明らかにする

こと 

別添２及び別添３のとおり 

２ 県の委託事業に係る委託料が当該事業のため

に適切に支出されたことを確認する観点から、

平成27年度以降の各年度ごとに、ワシントンコ

ア社が本件法人の銀行口座に入金したとする当

該委託料の一部が当該年度の委託業務のどの経

費に対して出金されたかについて、確認できる

資料を徴するなど、県においてその内容を整理

し、明らかにすること。 

別添３のとおり 

殿 



番号 指摘内容 措置状況

1

ワシントンD.C.において本件法人を設立するに当たっ
て、県は、起案文書を作成しておらず、事務決裁規程
で定める意思決定手続を行っていなかった。（著しく
適正を欠く事務処理）（p6）

令和６年12月24日付けで、知事決裁により法
人設立を追認した。

2

本件法人設立に当たっては、公社等指導監督要領５⑴
ア～オに掲げる留意事項を踏まえた検討のほか、設立
登記、出資、設立総会、取締役会など必要な設立手続
についての検討や調整が行われていなかった。（適正
な事務処理と認められない。）（p7）

令和７年６月13日に法人を清算した。今後、
新たな体制で再開する際には、指摘を踏ま
え、十分な検討や調整を行う。

3
公社等指導監督要領を踏まえ本件法人の指導監督及び
調整を行う必要がある。（p7）

２に対する措置状況と同じ。

4
公社等財政支援指針の内容を参考に、設立目的、法人
設置の必要性も含め、適切な法人の形態について改め
て検討、整理し、説明する必要がある。（p8）

２に対する措置状況と同じ。

5
本件法人が行おうとする事業が県行政と密接に関わる
ものであること等を明らかにするため、定款には事業
目的を記載することが適切である。（p8）

現地の法令上、事業目的は定款の記載事項と
して必須のものとされていないが、今後、新
たな体制で再開する際には、指摘を踏まえて
適切に対応する。

6

本件法人への出資の意思決定を示す文書は確認でき
ず、県の名義による出資についての意思決定の手続が
なされていなかったと判断するほかない。（著しく適
正を欠く事務処理）（p9）

１に対する措置状況と同じ。

7

出資額については、公社等財政支援指針第２に基づ
き、事前の総務部長協議や関係者調整等に留意しなが
ら対処することとなっているが、それが行われていな
い。（適正な事務処理と認められない。）（p10）

２に対する措置状況と同じ。

8
取得した株券について、公有財産規則に基づく会計管
理者への送付、管財課長への報告等を行っていない。
（不適正な事務処理である。）（p10）

取得した株券については、令和６年12月24日
に公有財産規則第55条に基づいて公有財産台
帳に登載し、同日、同規則第53条に基づいて
有価証券受入及び報告決議書を発議し、会計
課に合議した。合議が完了した同月27日、同
規則第53条に基づいて会計管理者に対し有価
証券受入通知書と合わせて株券を送付し、管
財課長に対して有価証券受入報告書を送付し
た。

監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じた措置

別添１



番号 指摘内容 措置状況

9
取得した株券について、公有財産台帳への登載を行わ
ず、再委託先の事業所に保管されたままであった。
（不適正な事務処理である。）（p10）

８に対する措置と同じ。

10
平成27年度委託業務完了後の検査、確認において、受
託者から株券の提出がなく、執行部もこれを徴求して
いない。（不適正な事務処理である。）（p10）

８に対する措置と同じ。

11

取得した株券について、決算を議会の認定に付するに
当たって提出する決算の附属書類（財産に関する調
書）に反映されていない。（不適正な事務処理であ
る。）（p11）

令和６年度決算において報告する予定。

12

委託料を通じた本件法人の事務所賃貸料等の管理運営
費の支弁は、県からの財政支援に相当し、公社等指導
監督要領に反する取扱いである。（適正な事務処理と
認められない。）（p11）

２に対する措置状況と同じ。

13
県は、公社等財政支援指針及び総務省指針を踏まえ
て、改めて本件法人に対する財政支援のあり方につい
て検討する必要がある。（p12）

２に対する措置状況と同じ。

14
本件法人の役員を兼ねることに対する営利企業の従事
許可を受けていない。（不適正な事務処理である。）
（p13）

令和６年12月26日に営利企業への従事（ワシ
ントンDCオフィス社の役員の地位を兼ねる
こと）を許可し、合わせて、同社特有の事務
に従事する時間については職務専念義務を免
除することとした。

15
職務専念免除義務の申請、承認の手続が行われていな
い。（不適正な事務処理である。）（p13）

14に対する措置状況と同じ。

16
駐在規程第５条に基づく、文書整理補助簿、郵便切手
受払補助簿、勤務日誌の確認ができない。（不適正な
事務処理である。）（p13）

 監査結果報告を受けた令和７年６月３日時
点で、駐在の担当業務の活動は停止してお
り、今後駐在の活動を再開する際には、適切
な文書管理の確保に努める。
 郵便切手受払補助簿については、令和４年
度以降、文書により切手の受払を管理してい
る。
 勤務日誌については、週１回駐在から報告
される週報又は予定表により、本庁において
駐在職員の勤務実態を確認しており、これを
勤務日誌として位置づける等の整理が必要で
あったと考える。今後駐在の活動を再開する
際には、適切な勤務管理の確保に努める。



番号 指摘内容 措置状況

17

駐在職員が本件法人の役員を兼ねる場合に、公社等指
導監督要領において求められる指導や手続がなされて
いない。（適正な事務処理と認められない。）
（p14）

２に対する措置状況と同じ。

18
本件法人の銀行口座の入出金の一部について具体的な
記載がなく内容を確認することができなかった。
（p17）

勧告に対する措置として報告する。

19
平成27年の駐在職員のアトランタ出張は県職員として
の用務と考えられるが、旅行命令簿が確認できなかっ
た。（p19）

旅行命令簿の保存年限（３年）を踏まえ確認
できる範囲では、令和４年度から令和６年度
までの米国内の出張に関して旅行命令簿が作
成されており、改善が図られたものと考えて
いる。

20
本件法人においては、総勘定元帳などの当然作成され
るべき会計帳簿が作成されていなかった。（p19）

２に対する措置状況と同じ。

21
指導監督要領において、会計処理の適正を期するよう
指導する旨が定められているが、県による適切な指導
がなされていなかった。（p19）

２に対する措置状況と同じ。

22
自治法第243条の３第２項に基づく出資等にかかる法
人の経営状況報告書の作成及び提出が行われていな
かった。（著しく適正を欠く事務処理）（p20）

令和７年２月10日に提出した。

23
公社等指導監督要領に基づき公社等の情報を公表する
こととしているが、本件法人については公表がなされ
ていなかった。（p20）

２に対する措置状況と同じ。

24

公社等財政支援指針３⑼において、県の財政支援状況
を公表することとなっているが、APICに係る財政支
援の状況について公表がなされていなかった。
（p20）

２に対する措置状況と同じ。

25

法人設立及び出資について、検討・調整を十分に行っ
ておらず、議会での予算審議において説明がなかった
こと、意思決定手続を行っていなかった。（不適切な
事務処理である。）（p23）

１に対する措置状況及び２に対する措置状況
と同じ。

26
本件法人に係る入出金の内容を明らかにすること。
（勧告）（p23）

勧告に対する措置として報告する。

27

受託業者から本件法人の口座に入金された委託料の一
部が委託業務のどの経費に対して出金されたのかにつ
いて、年度ごとに内容を整理し明らかにすること。
（勧告）（p23）

同上



番号 指摘内容 措置状況

28

ワシントンD.C.に職員を駐在させるに当たり、県庁内
で事前の検討が十分に行われなかったため、駐在職員
と委託業者任せの状態となっていたこと。（意見）
（p24）

２に対する措置状況と同じ。

29
駐在職員の事務の執行体制が不十分であったため、指
揮系統が機能せず、駐在職員の活動に対する指揮監督
が十分に行われなかったこと。（意見）（p24）

現時点で職員は駐在していない。今後新たな
体制で再開を検討する際には、現地における
体制を含め、十分な検討、調整を行って適切
な体制を整備する。



別添２ 
ワシントンＤＣオフィス社の入出金 

（監査結果報告において内容が確認できなかったとされている分） 
 
内容が確認できなかったとされている入出金について、送金元の口座履歴や、委託契約

に基づいて提出される実績報告書に添付されている証拠書類と突合して確認した。 
 

内容が確認できなかったとされ
ている入出金 

左の内容 

平成27年 124,750ドルの入金 ７月10日 事務所運営資金としてコア社から
30,000ドルを入金した。 

７月24日 マーキュリー社への支払に充てる資金
としてコア社から54,750ドルを入金した。 

11月12日 マーキュリー社への支払に充てる資金
としてコア社から40,000ドルを入金した。 

平成28年 109,628ドルの入金 ５月５日 マーキュリー社への支払に充てる資金
としてコア社から54,750ドルを入金した。 

６月14日 事務所運営資金としてコア社から200ド
ルを入金した。（口座維持手数料が生じないよ
う、残高3,000ドル以上を維持するため） 

11月22日 駐在職員用に開設していた２つの口座
を解約するに当たり、同口座の口座維持手数料
が発生しないようにコア社が入れていた資金
（3,000ドル、3,004ドル）を、事務所の運営資
金としてワシントンDCオフィス社の口座に入金
した。 

11月22日 マーキュリー社への支払に充てる資金
としてコア社から48,674ドルを入金した。 

平成29年 140,806ドルの入金 １月23日 事務所運営資金としてコア社から
43,000ドルを入金した。 

５月22日 マーキュリー社への支払に充てる資金
及び事務所運営資金としてコア社から97,805.8
ドルを入金した。 

平成27年 101,275ドルの出金 ８月10日 ７月29日にマーキュリー社に振り出し
た54,750ドルの小切手が現金化された。 

11月23日 11月16日にマーキュリー社に振り出し
た46,525ドルの小切手が現金化された。 

平成28年 129,500ドルの出金 ３月15日 事務所運営資金としてコア社が入れて
いた資金のうち、当面使用予定のない20,000ド
ルをコア社に送金した。 

５月24日 ５月９日にマーキュリー社に振り出し
た54,750ドルの小切手が現金化された。 

11月29日 11月23日にマーキュリー社に振り出し
た54,750ドルの小切手が現金化された。 

平成29年 117,750ドルの出金 ２月21日 ２月９日に現地スタッフ採用のために
使用した人材あっ旋会社に対して振り出した
8,000ドルの小切手が現金化された。 

３月30日 コロンビア特別区フランチャイズ税を
納めるために振り出した250ドルの小切手が現金
化された。 

５月30日 ５月22日にマーキュリー社に振り出し
た54,750ドルの小切手が現金化された。 

12月13日 12月６日にマーキュリー社に振り出し
た54,750ドルの小切手が現金化された。 



別添３ 
ワシントンＤＣオフィス社の入出金内容（H27～R７年度）及び委託業務との対応 

 
 

（単位：ドル） 

年度 入金額及び内容（※１） 出金額及び内容 左に対応する仕様書上の業務 

H27 124,750 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 

マーキュリー社への支払 101,275.00 専門家等を活用したヒアリング調査 
（平成 27年度沖縄県米国政策調査業務委託契約） 

FARA 登録手数料 305.00 FARA をはじめ、必要と判断される登録業務の支援 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における監査等の対応支援に関すること 

銀行手数料（※２） 18.00 事務所の運営支援に関すること 

ワシントンコア社への返金 20,000.00 （使用予定のない資金をワシントンコア社に返金
したもの） 

合  計 121,848.00 ― 

H28 155,530 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 
 
 

マーキュリー社への支払 109,500.00 専門家等を活用したヒアリング調査 

現地スタッフ採用に係る手数料 8,000.00 現地職員の採用等の支援に関すること 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 9,129.55 同上 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における監査等の対応支援に関すること 

銀行手数料 30.00 事務所の運営支援に関すること 

 126,909.55 ― 

H29 181,176.25 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金     

マーキュリー社への支払 109,500.00 専門家等を活用したヒアリング調査 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 48,910.16 現地職員の雇用等の支援に関すること 

銀行手数料 15.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 158,425.16 ― 

H30 218,001.09 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 

マーキュリー社への支払（※３） 164,250.00 専門家等を活用したヒアリング調査 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 50,324.72 現地職員の支援に関すること 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における監査等の対応支援に関すること 

銀行手数料 175.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 214,999.72 ― 

  



つづき 
年度 入金額及び内容 出金額及び内容 左に対応する仕様書上の業務 

R 元 165,502.57 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 

マーキュリー社への支払 109,500.00 米国議会や米国の情勢に見識の高い専門家等を活
用した駐在活動の支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 52,538.37 現地スタッフの支援に関すること 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における確定申告等の対応支援に関すること 

銀行手数料 120.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 162,408.37 ― 

R２ 173,600.15 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 

マーキュリー社への支払 109,500.00 米国議会や米国の情勢に見識の高い専門家等を活
用した駐在活動の支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 59,416.66 現地スタッフの支援に関すること 

銀行手数料 90.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 169,006.66  

R３ 178,732.23 ドル 
事務所運営資金、マーキュ
リー社への支払用資金及び
税調整額 

マーキュリー社への支払 109,500.00 米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 63,992.65 現地スタッフの支援に関すること 

コロンビア特別区フランチャイズ税 500.00 米国における確定申告等の対応支援に関すること 

銀行手数料 90.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 174,082.65  

R４ 187,518.37 ドル 
事務所運営資金、マーキュ
リー社への支払用資金及び
税調整額 

マーキュリー社への支払 100,000.00 米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 83,307.22 現地スタッフの支援に関すること 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における確定申告等の対応支援に関すること 

合  計 183,557.22  

R５ 225,961.15 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 
      

マーキュリー社への支払 100,000.00 米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 124,828.64 現地スタッフの支援に関すること 

コロンビア特別区フランチャイズ税 250.00 米国における確定申告等の対応支援に関すること 

携帯電話使用料 703.66 事務所の運営支援に関すること 

銀行手数料 30.00 事務所の運営支援に関すること 

合  計 225,812.30  

 
  



つづき 
年度 入金額及び内容 出金額及び内容 左に対応する仕様書上の業務 

R６ 202,921.96 ドル 
事務所運営資金及びマーキ
ュリー社への支払用資金 
 

マーキュリー社への支払 100,000.00 米国政府や連邦議会議員等への働きかけの支援 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 98,570.58 現地スタッフの支援に関すること 

携帯電話使用料 844.35 事務所の運営支援に関すること 

合  計 199,414.93  

R７ 12,106.86 ドル 
事務所運営資金 

現地スタッフ給与、現地スタッフ健康保険料 11,946.86 現地スタッフの雇用に関する支援 

携帯電話使用料 160.00 その他、委託業務の目的に照らして必要と認めら
れる支援 

合  計 12,106.86  

 
※１ R３及び R４の税調整額並びに※３で示す小切手の現金化の取消に伴う入金以外は、全てワシントンコア社からの入金である。 
※２ 銀行手数料については、各年度とも、ワシントンコア社が事業に要した経費として計上しておらず、したがって県に請求されていない。 
※３ 平成 30 年度は、マーキュリー社に振り出した小切手が一度現金化されたものの、口座残高が不足していたために現金化を取り消し、ワシント
ンコア社からワシントンＤＣオフィス社に所要額を送金した上で、改めて現金化している。このため、マーキュリー社への支払額が 164,250 ドル
となっているが、このうち 54,750 ドルは取り消されたものであり、実際にマーキュリー社が受け取ったのは 109,500 ドルである。 

 
備考１ 入金額と出金額に差があることについて 
各年の３月末時点でもワシントンＤＣオフィス社の銀行口座には現金が残っている。これは、ワシントンコア社が、３月末日でワシントンＤＣオ

フィス社の口座から資金を引き上げなかったことによるものである。 
県がワシントンコア社に支払う委託料には、各年の３月末時点でワシントンＤＣオフィス社の口座に残っている現金分は含まれておらず、あくま

で、実際に第三者に支払った実績に応じて支払っているものであり、３月末時点で残っている現金は、翌年度（４月１日以降）の支出に充てられ、
翌年度の委託料において精算されている。 
 
備考２ 出資金 1,000 ドルと委託料の関係について 

県がワシントンＤＣオフィス社に出資した 1,000 ドルは同社において資本金とされたが、現金として維持されることなく、同社の支出に当てられ
ている。 
 県は、委託先（ワシントンコア社）が委託業務の実施に要した経費を委託先に支払うが、委託先からワシントンＤＣオフィス社に送金しただけで
は、その送金額は委託業務の実施に要した経費として計上されず、ワシントンＤＣオフィス社を介して第三者等に支出してはじめて、委託業務の実
施に要した経費として計上される。出資金も、ワシントンコア社がワシントンＤＣオフィス社に送金したものであるため、実績報告書においては出
資金として計上されていない。 

一方、出資金を含め、ワシントンコア社がワシントンＤＣオフィス社に送った資金は、ワシントンＤＣオフィス社の支出に充てられており、これ
らの支出はワシントンコア社の実績として県に報告され、委託料として精算されている。 

したがって、委託先から県に提出される実績報告書においては、経費の明細として「出資金」は表れず、マーキュリー社への支払など、実際にワ
シントンＤＣオフィス社を介して行った支出が表れている。 

なお、会社法上の資本金は抽象的な数値であり、現金として維持することが義務付けられているものではない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県総務部総務私学課 
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